
一

（
政
治
倫
理
の
確
立
及
び
選
挙
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
外
に
居
住
し
て
い
る
国
民
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
審
査
権
行
使
の
機
会
を
保
障
す
る

た
め
、
在
外
投
票
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
等
に
乗
船
中
の
船
員
等
の
審
査
の
投
票
の

機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
洋
上
投
票
等
を
可
能
と
す
る
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
在
外
投
票
に
関
す
る
事
項

１

国
民
審
査
に
つ
い
て
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
審
査
人
に
よ
る
投
票
を
可
能
と
し
、
在
外
選
挙
と
同

様
、
在
外
公
館
等
に
お
け
る
在
外
投
票
、
郵
便
等
に
よ
る
在
外
投
票
及
び
国
内
に
お
け
る
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
。

２

投
票
用
紙
に
は
、
点
字
に
よ
る
審
査
の
投
票
に
用
い
る
も
の
を
除
き
、
一
か
ら
十
五
ま
で
の
数
字
を
印
刷
す
る
と
と
も

に
、
当
該
数
字
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る×

の
記
号
を
記
載
す
る
欄
を
設
け
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
審
査
の
告
示
の
際

に
、
審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
氏
名
の
告
示
順
序
を
示
す
番
号
を
告
示
す
る
こ
と
と
す
る
。



二

３

審
査
人
は
、
罷
免
を
可
と
す
る
裁
判
官
に
つ
い
て
は
投
票
用
紙
に
印
刷
さ
れ
た
数
字
の
う
ち
当
該
裁
判
官
に
係
る
告
示

番
号
に
相
当
す
る
も
の
に
対
す
る
記
載
欄
に
自
ら×

の
記
号
を
記
載
し
、
罷
免
を
可
と
し
な
い
裁
判
官
に
つ
い
て
は
投
票

用
紙
に
印
刷
さ
れ
た
数
字
の
う
ち
当
該
裁
判
官
に
係
る
告
示
番
号
に
相
当
す
る
も
の
に
対
す
る
記
載
欄
に
何
ら
の
記
載
を

し
な
い
で
、
投
票
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
洋
上
投
票
等
に
関
す
る
事
項

遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
等
に
乗
船
中
の
船
員
等
が
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
及
び
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に

お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
る
投
票
方
法
で
あ
る
洋
上
投
票
等
に
つ
い
て
、
国
民
審
査
に
つ
い

て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
そ
の
他

１

審
査
に
付
さ
れ
る
裁
判
官
の
氏
名
及
び
告
示
番
号
の
周
知
等
に
係
る
規
定
の
整
備
、
開
票
立
会
人
の
選
任
に
係
る
規
定

の
整
備
、
審
査
分
会
立
会
人
及
び
審
査
立
会
人
の
選
任
要
件
の
緩
和
、
投
票
等
の
保
存
に
関
す
る
事
務
の
合
理
化
等
を
行

う
。

２

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


